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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１２月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２７年４月１９日 ２０時３５分ごろ 

発生場所 青森県東通村白糠
しらぬか

漁港北方 

 東北電力東通原子力発電所専用港南防波堤灯台から真方位０１４°

１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯４１°１１.７′ 東経１４１°２４.０′） 

事故の概要  漁船第三十八春日
か す が

丸は、こうなご敷き網漁の揚網作業中、甲板員Ａ

が負傷した。 

事故調査の経過  平成２７年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

漁船 第三十八春日丸、７.３トン 

 ＡＭ２－５５７３（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.２５ｍ（Lr）×３.２９ｍ×１.１８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２１.４０kＷ、平成８年１２月６日 

 第２１２－８６８４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６２年４月２４日 

  免許証交付日 平成２３年９月５日 

         （平成２９年４月２３日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ８２歳 

 海技免状等 なし 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北～北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約５０cm 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか１人（以下「甲板員Ｂ」という。）

が乗り組み、平成２７年４月１９日１８時３０分ごろ白糠漁港を出港

し、こうなご敷き網漁の操業を行っていた。 

 本船は、約５～１０ｍの等深線沿いの漁場で、敷き網漁の操業を繰

り返しながら北進した後、白糠漁港北方において、船首を東方に向け
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て漂泊し、約２０回目の揚網作業を開始した。 

 船長は、左舷船尾の甲板上に設置された‘敷き網のロープの垂下及

び巻上げ用ドラム’（以下「本件ドラム」という。）付近に、甲板員Ａ

は左舷船首の甲板上に設置された本件ドラム付近に、甲板員Ｂは左舷

船首の本件ドラムの後方のブルワーク上に設置された‘敷き網の垂下

及び揚網用ローラ’（以下「本件ローラ」という。）付近にそれぞれ立

ち、各漁労機器の操作を行いながら、揚網作業を行っていた。 

 甲板員Ａは、甲板員Ｂの漁労作業及び海中にある敷き網の状況をそ

れぞれ確認しながら左舷船首の本件ドラムの操作を行っていたとこ

ろ、２０時３５分ごろ、本件ローラのモータ側プーリとＶベルトとの

間に左手を挟み込まれた。 

 甲板員Ｂは、甲板員Ａの声が聞こえて船首方を見たところ、甲板員

Ａが左手をプーリとＶベルトとの間に挟み込まれていたので、すぐに

本件ローラのスイッチを切り、船長に本事故の発生を報告した。 

 船長は、甲板員Ａに応急手当を施した後、携帯電話で自宅に連絡し

て救急車の要請を依頼した。 

甲板員Ａは、本船が揚網作業を中止して白糠漁港に帰港した後、救

急車で病院へ搬送され、左中指の切断と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本件ローラは、長さ約８ｍで、モータ側のプーリからＶベルトを介

して駆動される構造となっていたが、プーリ及びＶベルトには接触防

止用保護カバーが設置されていなかった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、本事故当時、敷き網の揚網作業に影響する大きな船体動揺

は生じていなかった。 

本船は、操舵室前壁の両舷側に蛍光灯が各２灯設置され、本事故当

時、全て点灯していた上、操業中は、敷き網の上方に集魚灯も点灯し

ており、揚網作業を行うのに支障はなかった。 

本船は、本事故当時、本件ローラを含め、漁労機器に不具合又は故

障はなかった。 

甲板員Ａは、こうなご敷き網漁の経験が約６３年あり、平成２７年

４月から本船に乗り組むようになった甲板員Ｂに対して、ふだんから

漁労作業などを指導していた。 

図１ 本件ローラの概略図 

船首方→ 本件ローラ 

プーリ 

プーリ モータ 

Ｖベルト 
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甲板員Ａは、本事故当時の状況を覚えておらず、甲板員Ｂの作業を

見ている間に無意識に左手を本件ローラのモータ側プーリに近づけて

しまったのではないかと思った。 

甲板員Ａは、本事故当時、合羽の上下を着用し、両手にゴム手袋を

はめていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、白糠漁港北方において、こうなご敷き網漁の揚網作業中、

甲板員Ａが、本件ローラのモータ側プーリに左手を近づけたことか

ら、左手指が同プーリとＶベルトの間に挟み込まれて負傷したものと

考えられる。 

甲板員Ａは、甲板員Ｂの作業を見ている間に無意識に本件ローラの

モータ側プーリに左手を近づけた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、白糠漁港北方において、こうなご敷き網

漁の揚網作業中、甲板員Ａが、本件ローラのモータ側プーリに左手を

近づけたため、左手指が同プーリとＶベルトの間に挟み込まれたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁労機器を操作中は、みだりに、身体が同機器に触れないよう注

意し、当該作業に従事する者以外の者は近寄らないようにするこ

と。 

 ・プーリやＶベルトには、接触防止用保護カバーなどを設置するこ

とが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

青森県 

青森県東通村 

白糠漁港 

事故発生場所 

（平成２７年４月１９日 

 ２０時３５分ごろ発生） 

東北電力東通原子力

発電所専用港南防波

堤灯台 


